
 

 

令和５年度 守山市地域公共交通活性化協議会事業計画（案） 

 

 

 ■ 事業内容等 

№ 項 目 内 容 

① 会議の開催 守山市地域公共交通活性化協議会を開催する。 

② 路線バスの利用促進 

「高齢者おでかけパス」や「スーパー学割バス定期券」について、

充実した事業となるよう制度の見直しを検討するとともに、利

用促進にかかる施策を検討する。 

③ 
近隣との連携による路線バ

スの運行 

バス路線や運行時間帯など、利用者にとってよりよいバス運行

となるよう、近隣市・バス事業者と検討する。 

④ 

デマンド乗合タクシー「もー

りーカー」の利用促進・周知

啓発 

既存バス路線の補完を基本とし、路線バスやタクシーの運行に

影響が出ない範囲において、利便性向上について検討する。ま

た、免許返納者や地元自治会へのアウトリーチ等周知啓発策を

検討する。 

⑤ 
公共交通の利用促進・周知広

報 

路線バスを中心に公共交通全体の利用促進を図るための周知広

報策を検討する。 

⑥ 地域公共交通計画の策定※ 令和６年３月の策定に向けて、内容を検討する。 

 

※地域公共交通計画の策定における詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２  



令和５年度 歳入歳出予算書（案） 

 

 

 

 

【歳入の部】                                                                   単位：円 

科 目 前年度 

予算額 
予算額 増減額 備考 

款 項 目 

1 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 300,111円 300,113円 2円  

2 諸収入 1 諸収入 1 利子 0円 0円 0円  

3 負担金 1 負担金 1 負担金 0円 3,000,000円 3,000,000円 市負担金 

計 300,111円 3,300,113円 3,000,002円  

 

【歳出の部】                                     単位：円 

科 目 前年度 

予算額 
予算額 増減額 備考 

款 項 目 

1 運営費 1 事務費 1 事務費 5,111円 5,113円 2円 消耗品・郵送費ほか 

2 事業費 1 事業費 1 事業費 295,000円 295,000円 0円 
公共交通利用促進へ

の取り組み 

3 委託料 1 委託料 1 委託料 0円 3,000,000円 3,000,000円 
地域公共交通計画策

定業務の委託料 

計 300,111円 3,300,113円 3,000,002円  

 

自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月31日 
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守山市地域公共交通計画の策定について 

 

１ 策定の経緯 

本市の地域公共交通は令和２年３月策定の「守山市地域公共交通網形成方針」に基づき施策

を推進していますが、国において令和２年 11月 27日に「地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（活性化再生法）」が改正されたことにより、原則として全ての地方公共団体において

地域交通に関するマスタープランとなる計画「地域公共交通計画」を策定した上で、交通事業

者をはじめとする地域の関係者と協議しながら、公共交通の改善や移動手段の確保に取り組め

る仕組みを拡充するよう位置づけられました。 

 改正に伴い、国の補助制度である地域公共交通確保維持事業の補助要件として、地域公共交

通計画の作成および、計画における補助系統の位置づけが必要となったことから、計画策定を

行うものです。 

 

２ 地域公共交通計画の策定について 

今回の法改正に伴い、新たに地域公共交通計画の策定が必要となりましたが、現計画の計画

期間の途中であることや、現計画においても地域公共交通計画の要件を概ね満たしていること

などから、現計画の内容を引き継ぐなかで、法改正への対応、経年的な変更や更なる施策の検

討等を行い、令和６年度からの５か年計画を策定します。 

 

３ 委託契約について 

(1) 概要 

計画全体の取りまとめ等を行うため、「地域公共交通計画策定業務」の発注を予定してい

ます。契約については市の契約事務手続きに則り進めますが、契約者は守山市地域公共交通

活性化協議会となり、かかる費用については全額、市からの負担金が充当されます。 

 (2) 予算額 

  3,000,000円 

  ※契約額は業者への見積徴取後に決定します。 

(3) 見積徴取業者 

一般社団法人システム科学研究所 

(4) 業者の選定理由 

上記の業者は、前計画の「守山市地域公共交通総合連携計画」や現計画の「地域公共交通

網形成方針」の策定業務の受託業者であり、いずれも適切に実施されています。また、今回

策定する地域公共交通計画は、現計画の内容を引き継いで策定するものであるため、同一の

業者に委託することで、効率的な業務の遂行が見込めます。 

本市の交通の現状および課題に精通しており、かつ、十分な実績があることから、上記の

業者から見積徴取を行うものです。 

 

 

 

 

資料２ 別紙 
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４ 今後のスケジュールについて 

 今後、市民懇談会等の結果を取りまとめ、課題整理をするなか、方針を決定し、施策の検討

を進めて参ります。検討内容や進捗につきましては、協議会の場で随時協議・報告いたします。 
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